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上限指針を踏まえた都道府県・指定都市教育委員会及び服務監督教育委員会における
条例・規則等整備状況

「令和４年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」の回答において、上限指針を
踏まえた条例・規則等の整備について「依然として対応を検討中」としていた自治体のうち、
令和５年８月時点で令和５年度中の整備予定がない自治体数は以下の通り。

・上限方針を位置付ける教育委員会規則等  ４３市町村

■上限方針を位置付ける教育委員会規則等
＜令和６年度中の規則等整備を行う予定の自治体＞
（青森県）風間浦村、（岩手県）紫波町、（秋田県）秋田市、八郎潟町、（福島県）川内村、（東京都）青ヶ島村、（石川県）能美市、
（福井県）永平寺町、（長野県）小海町、宮田村、平谷村、上松町（和歌山県）那智勝浦町、（高知県）馬路村、
（沖縄県）東村、宜野座村、金武町、南大東村、伊平屋村、伊是名村、多良間村

＜令和６年度中までに整備を行う予定はない自治体＞
（北海道）森町、（青森県）田舎舘村、六戸町、大間町、（秋田県）大舘市、（東京都）東大和市、（福井県）福井市、
（長野県）小諸市、飯島町、中川村、売木村、麻績村、（愛知県）蟹江町、（島根県）奥出雲町、津和野町、西ノ島町、
（高知県）日高村、津野町、（宮崎県）日向市、串間市、（鹿児島県）天城町、（沖縄県）竹富町
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